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【新型コロナウイルス感染症】令和 5年 3月 1３日以降のマスクの

取扱いについて（確認） 

 

 みだしの件について政府対策本部決定や文部科学省通知及び沖縄県対処方針の内容を整理

し、下記の通りの取扱いとします。今後の適切なマスクの取扱いに努めていただくよう、貴

校職員、保護者への周知をお願いします。 

 

記 

 

 
小・中学校 

沖縄県対処方針

(R5/3/7～) 

令和５年３月１３日

～３月３１日 

 学校教育活動においては、児童生徒等及

び教職員は、身体的距離が十分とれないと

きはマスクを着用するべき（学校における新型

コロナウイルス感染症 に関する衛生管理マニュアル  

（2022.4.1 Ver.8）） 

基本的に個人の判

断となる。マスク着

用が効果的な場面で

は推奨する。 

【卒業式】 

児童生徒及び教職員については、入退

場、式辞・祝辞等、卒業証書授与、送辞・ 

答辞の場面など、式典全体を通じてマスク

を外すことを基本とする。 

※来賓や保護者等はマスクを着用する。 

令和５年 4 月 1 日 

～5 月 7 日 

【マスク着用の考え方の見直し】学校教育

活動の実施に当たっては、マスクの着用を

求めないことを基本とする。 

令和 5 年 5 月 8 日 新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行予定 
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